
○ 電波法関係審査基準（平成１３年１月６日総務省訓令第６７号）の一部を改正する訓令案新旧対照表（傍線部分は改正部分） 別添

改 正 案 現 行

別紙３ 無線従事者関係審査基準 別紙３ 無線従事者関係審査基準

２ 無線従事者養成課程 ２ 無線従事者養成課程

別表２－( )（２の( )関係） 別表２－( )（２の( )関係）1 9 1 9

養成課程の種 資格条件 授業科目 軽減する 備考 養成課程の種 資格条件 授業科目 軽減する 備考

別 時間 別 時間

（ ） （ ）（略） （略） （略） （略） 略 （略） （略） （略） （略） 略

３ 第二級海 第三級海上特殊無線技士 無線工学 ２時間以 ３ 第三級海 レーダー級海上特殊無線 無線工学 １時間以

上特殊無線 の資格を有する者又はその 内 注 上特殊無線 技士の資格を有する者又は 内 注

技士の養成 資格の国家試験に合格若し 法規 ４時間以 技士の養成 その資格の国家試験に合格 法規 １時間以

課程 くは養成課程を修了した者 内 課程 若しくは養成課程を修了し 内

４ 第三級海 レーダー級海上特殊無線 無線工学 １時間以 た者

上特殊無線 技士の資格を有する者又は 内 注

技士の養成 その資格の国家試験に合格 法規 １時間以

課程 若しくは養成課程を修了し 内

た者

（ ）５ （略） ４ （略） （略） （略） （略） 略

（ ）６ （略） ５ （略） （略） （略） （略） 略

（ ）７ （略） ６ （略） （略） （略） （略） 略

（ ）８ （略） ７ （略） （略） （略） （略） 略

（ ）９ （略） ８ （略） （略） （略） （略） 略

（ ）10 （略） ９ （略） （略） （略） （略） 略


